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１．YA-2調査結果（概要） 
  掘削深度1,498.65m（垂直深度：1,256.51m ； 海抜：-1,069.45m） 

【目的】 
 重力陥没構造近傍の断裂の確認（パイロット孔として） 
 
【結果】 
 ・加圧注水（５MPa）で、重力陥没構造近傍に流出点が３カ所形成 
 ・流出点は貫入岩分布区間と一致 
 ・貫入岩は熱源マグマからの派生した新しい岩脈と判明（年代測定結果より） 
 ・貫入岩方位は、重力陥没構造方向と熱源マグマ方向と推定 
 
【目的達成度】 
  断裂の有無 ： 〇（△＊） 
   ＊加圧注水により形成した断裂（＝流出点）は、低透水性（khオーダー：10-13m3） 
     （一般的な地熱発電地域に比べ一桁透水性は低い） 
【その他】 
 ・掘削深度1250m以深に固結した岩石が出現（尾札部層相当） 
 ・浅部の熱水帯水層で100℃程度、それ以深は50℃以下の低温 
 ・浅部熱水帯水層がMT探査結果の低比抵抗部に一致 
  （★粘土化変質によるキャップロックではないことが判明） 
 
⇒YA-4の掘削ターゲットは、YA-1,2の掘削結果で、かなり絞りこめた 



１．YA-2調査結果 
（地質柱状図：1,000-1,100m） 

【貫入岩近傍の記載例】 
 
・貫入岩は安山岩 
 
・貫入岩近傍で周辺岩石が硬化 
 （貫入時の熱でガラス化） 
 
・貫入岩近傍では低温熱水から 
 沈殿した鉱物が確認できる 
 
・貫入岩近傍は加圧注水で流入 
 点を形成（流出割合５１％） 
 
・貫入岩の推定貫入方位は 
 北北西ー南南東方向 
 
など 



１．YA-2調査結果（地質の重要知見） 

①深度980m以深に厚さ５～15mの貫入岩 
②貫入岩は非常に新しいマグマ起源 
③深度1,250m以深で固結した岩石 
④尾札部層相当の年代（ただし参考値） 
⑤注水時に貫入岩分布区間から地層中に流出 
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２．YA-4掘削仕様 

掘  進  長 ： 2,700m 
垂直深度 ： 2,327m（海抜-2,140m） 
偏   距 ： 1,134m 
最終坑径 ： 8.5インチ（水止：1,500m） 
最終傾斜 ： 38度 
 
 【ターゲット中心】 
  掘  進  長 ： 2,420m 
  垂直深度 ： 2,106m（海抜-1,919m） 
  偏   距 ： 962m 



２．YA-4掘削仕様 
  （掘削孔径とケーシングレイアウト） 

深度630mまでは垂直に掘削 
深度630mからは西側に向けて傾斜掘削 
 
  コ  ア  採  取 ： 最終段で３カ所 
            （岩石物性試験予定） 
  孔明管設置 ： 500m分準備 
            （断裂分布深度に設置予定） 
 
掘削時は、地質調査者が現地滞在する 
 
 
 



２．YA-4掘削工程 

事業・手続き・申請等 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

予算上程（町議会）3月定例会(当初予算）
　　　　　　　　　　　　6月定例会（補正予算）

入札業者選考等・執行・契約

①土石の採取及び工作物の設置許可変更申請（環境省）
　2月申請　3月認可予定

②保安林内作業、立木伐採に係る同意書申請（林野庁）
　12月申請　1月同意

③保安林内作業許可（北海道）　※②許可必須
　　1月申請　１月許可

④国有林野使用許可申請（林野庁）※①許可、③許可必須
　協議により1月に事前申請　2月許可

⑤温泉掘削許可申請（北海道）
　1月申請　3月許可

⑥河川水利使用許可申請（弟子屈町）
　３月申請　３月許可

モニタリング（温泉モニタリング等）

JOGMEC助成金申請（R４年度掘削事業分）

構造試錐井掘削・噴気試験

令和3年度

3月

令和4年度

4月3月2月1月

9

申請 採択
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３．YA-４最終段掘削時および加圧注水実施の留意点 

 YA-4掘削ターゲットは、ボッケや第二硫黄山近傍深部であるため、
毎日地熱徴候地を定点観測する（現地地質調査滞在時） 
 

 掘削中に透水性断裂に遭遇せず、加圧注水を実施することになった
場合は、事前に関係各所（北海道大学、札幌管区、道総研などに事
前に通知し承認を得る） 
 

 万一、地熱徴候地および付近で日常と異なる状態が確認された場
合（熱水の噴出、H2Sガスの高濃度以上、噴気地の拡大ほか）は、た
だちに関係機関に連絡する。また、必要に応じた処置を早急にとる。 


